
電子署名管理規程

（目的）
第1条　この規程は、【ここに会社名・法人名を記載】（以下「当社」という。【法人の場合は「当法人」とする。以下において同じ】）が電子契約等に使用する、電子署名に必要な秘密情報等の管理及び電子契約書等の受領に関する事項を定めることを目的とする。
 
（定義）
第2条 この規程における用語の定義は以下のとおりとする。
(1) 電子契約書等：当社が取引先等との間で授受する契約書、注文書、注文請書、領収書、見積書、請求書、その他の文書に代えて、これらに記載されるべき情報を記載し取引先等と授受する電磁的情報をいう。
(2)電子署名：電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定される電子署名をいう。
(3)電子証明書：電子署名の検証に必要な情報を記載した証明書をいう。
(4) 秘密鍵：電子署名行うために必要な情報をいう。
(5) メールアドレス：電子署名を行うために必要な情報の受信のために用いられるメールアドレスをいう。
(6)秘密情報等：第3条各号に示される者の秘密鍵、PIN及びメールアドレスを利用するための情報を総称していう。
(7)立会人型署名：サーバの秘密鍵を用いて行う電子署名をいう。
 
（種類）
第3条 当社で使用する電子署名は、株式会社TREASURY（法人番号：8011101005516 ）の提供する立会人型電子契約サービスGreat Sign（以下、「電子契約サービス」という）を利用するものとする。なお、当該サービス内で利用する者は次の各号の者とし、その権限は本規程及び【分掌規程等の規程名を記載】にて定めるものとする。
⑴最高管理者：【部署名・役職名】
⑵管理者：【部署名・役職名】
⑶一般：【部署名・役職名】 
⑷  ･･････
 
（管理責任者）
第4条 電子署名に用いる秘密情報等の管理責任者は前条第1号の最高管理者する。前条第2号から第【アカウント発行数】号の者は自身に与えられた秘密情報等を善良な管理者の義務を満たし管理するものとする。管理責任者に事故あるときは、【担当部署や役職名】が秘密情報等を管理するものとする。
 
（新設、更新等）
第5条 電子署名のための秘密情報等の新規発行及び更新の手続（電子証明書の発行及び更新を含む。）は管理責任者において行う。
2 電子署名の廃止は、管理責任者から【担当部署や役職名】に通知して行う。
3 管理責任者は、秘密情報等及び電子証明書の台帳を作成し、これを管理する。
4 秘密情報等の漏えい、消失等の事故が生じたときは、ただちに【担当部署や役職名】に通知し、管理責任者または、【担当部署や役職名】において電子証明書の失効その他の処理を行う。
 
（電子署名実施）
第6条 電子署名を行う場合、対象となる電子契約書等に応じて【分掌規程等の規程名を記載】の規定に基づく決裁を受けた上で、電子契約サービスの機能を利用し、電子署名を行うものとする。
2 電子契約サービスの機能により、電子署名実施の年月日、対象文書名、提出先、金額を記録する。
3 管理責任者は、第1項の手続による場合を除いて秘密情報等を使用することはできない。
4 前項の規定に違反した場合、管理責任者はただちに【担当部署や役職名】に報告するものとする。
 
(電子契約書の受領)
第7条　電子契約書を受領したときは、ただちに、取引相手方の電子署名の検証(当該電子証明に係る電子証明書の検証及び有効性確認を含む。)を行うとともに、必要に応じて、電子署名名義人の本人性及び契約締結等の権限を確認しなければならない。
2 前項の検証又は確認にて問題が生じたときは、電子契約書等の受領部門は、【担当部署や担当者名】と協議して、事後の処理を決定するものとする。
 
(改廃)
第8条　本規定の改廃は、取締役会議をもって行う。

